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令和８年第２回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和８年度高松市一般会計予算             １９２，８００，０００千円 

 

２ 令和８年度高松市国民健康保険事業特別会計予算      ４１，１５８，４３３千円 

 

３ 令和８年度高松市後期高齢者医療事業特別会計予算      ９，１７２，７７９千円 

 

４ 令和８年度高松市介護保険事業特別会計予算        ４７，２０４，４３２千円 

 

５ 令和８年度高松市母子福祉資金等貸付事業特別会計予算       ３０，６２７千円 

 

６ 令和８年度高松市食肉センター事業特別会計予算         ４１１，４９７千円 

 

７ 令和８年度高松市競輪事業特別会計予算          ３０，７３９，２０８千円 

 

８ 令和８年度高松市卸売市場事業特別会計予算           ９５３，４３５千円 

 

９ 令和８年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計予算     ９６，０６２千円 

 

10 令和８年度高松市駐車場事業特別会計予算            ７５６，６７４千円 

 

11 令和８年度高松市病院事業会計予算            １２，８１３，３９３千円 

 

12 令和８年度高松市下水道事業会計予算           ２４，３７４，９５４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

13 高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

   

一般職の職員が、正規の勤務時間以外の時間に非常勤の特別職 

の職員として職務に従事した場合には、報酬を支給することができることとするため、改正

するもの 

 (１) 一般職の職員が、正規の勤務時間以外の時間に非常勤の特別職の職員として職務に従

事した場合には、報酬を支給することができることとするもの  

 

14 高松市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  

  職員の月例給与水準を適切に確保するため、初任給調整手当を 

人事院勧告に準拠して改定し、２号会計年度任用職員の初任給調 

整手当及び１号会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬につい 

て職員の改定内容に鑑み改定し、並びに事務の効率化のため、職 

員が受ける給食に要する経費について給与から控除できることと 

する等のため、改正するもの 

 (１) 高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

   ア 職員に適用される給料表の給料月額のうち職員の属する職務の級及び職員の受ける

号給に応じた額とこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を基に算出した

額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額を下回

る職員に、その差額を月額に換算した額を「第２種初任給調整手当」として、支給す

ることとするもの 

   イ 保育所及び認定こども園において職員が受ける給食に要する経費を当該職員の給与

から控除することができることとするもの 

 (２) 高松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

   ア ２号会計年度任用職員に適用される第２種初任給調整手当及び１号会計年度任用職

員の初任給調整に係る報酬について、(１)アの規定を準用するもの 

   イ 会計年度任用職員への期末手当及び勤勉手当の支給に当たり、任期の定めが６か月

に満たない会計年度任用職員の１会計年度内における会計年度任用職員としての任期

の定めの合計が６か月以上に至ったときは、任期の定めが６か月以上の会計年度任用

職員とみなすこととするもの（１号会計年度任用職員にあっては月額で報酬を定める

者に限る。) 

 (３) 高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

   ア (１)アの規定については、特定任期付職員には適用しないもの 

 

Ｒ８．４．１から施行 

Ｒ８．４．１から施行 
(１)イはＲ８．６．１か
ら施行 
(２)イは公布の日から施
行し、Ｒ７．１２．１か
ら適用 



３ 

15 高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改

正について 

 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律の一部改正により、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置（以下「外国

人保護」という。）に関する事務が法定事務に準ずる事務に定められたことを踏まえ、本市

が個人番号を独自利用するために条例で定める事務（以下「独自利用事務」という。）のう

ち当該事務を削るため、改正するもの 

 (１) 独自利用事務を定めている表から外国人保護に関する事務を削るもの 

  

16 高松市仏生山交流センター条例の一部改正について 

 

  受益者負担の適正化を目的として、高松市仏生山交流センター 

（以下「センター」という。）の使用料の額を改定するため、改正するもの 

(１) センターの使用料の額を次のとおり改定するもの 

  ア イベントスペース 

 

 

 

    

   イ 調理室 

 

 

 

 

   ウ 会議室１１(北) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 現 行  改正後 

午前 ５，４９０円 → ８，２３０円 

午後 ７，３１０円 → １０，９６０円 

全日 １２，８００円 →  １９，２００円 

１時間 ２，０３０円  ３，０４０円 

 現 行  改正後 

午前 ４，８６０円 → ５，１６０円 

午後 ６，４８０円 → ６，８８０円 

全日 １１，３４０円 →  １３，７５０円 

１時間 １，８００円  １，７２０円 

 現 行  改正後 

午前 １，２２０円 → １，８３０円 

午後 １，６２０円 → ２，４３０円 

全日  ２，８４０円 →   ４，２６０円 

１時間   ４５０円    ６７０円 

Ｒ８．６．１５から施行 

Ｒ９．４．１から施行 



４ 

 エ 会議室１１(南) 

 

 

 

 

オ 会議室２１ 

 

 

 

 

   カ 会議室２２ 

 

 

 

 

   キ 研修室 

 

 

 

 

   ク 教室 

 

 

 

 

(２) センターにおいて冷暖房装置を使用する場合に別に徴収することとしている冷暖房装

置使用料を別に徴収はせず、施設使用料に含めることとするため、冷暖房装置使用料の

額を定める規定を削るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  改正後 

午前 １，７６０円 → ２，６４０円 

午後 ２，３４０円 → ３，５１０円 

全日  ４，１００円 →   ６，１５０円 

１時間   ６５０円    ９７０円 

 現 行  改正後 

午前 １，０８０円 → １，６２０円 

午後 １，４４０円 → ２，１６０円 

全日  ２，５２０円 →   ３，７８０円 

１時間   ４００円    ５９０円 

 現 行  改正後 

午前 １，３５０円 → ２，０２０円 

午後 １，８００円 → ２，７００円 

全日  ３，１５０円 →   ４，７２０円 

１時間   ５００円    ７５０円 

 現 行  改正後 

午前 ２，１６０円 → ３，２４０円 

午後 ２，８８０円 → ４，３２０円 

全日  ５，０４０円 →   ７，５６０円 

１時間   ８００円  １，１９０円 

 現 行  改正後 

午前 ３，３８０円 → ５，０７０円 

午後 ４，５００円 → ６，７５０円 

全日  ７，８８０円 →  １１，８２０円 

１時間 １，２５０円  １，８７０円 



５ 

(３) 指定管理者との協議を踏まえ、附属設備使用料を定める表を次のとおり見直すもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 高松市印鑑条例及び高松市手数料条例の一部改正について 

 

  電気通信事業法（以下この項において「法」という。）の一部 

改正に伴い、改正するもの 

(１) 高松市印鑑条例の一部改正 

  ア 法の一部改正に伴い、引用条項の整備をするもの 

(２) 高松市手数料条例の一部改正 

  ア 法の一部改正に伴い、引用条項の整備をするもの 

 

18 高松市国民健康保険条例の一部改正について 

 

  国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、改正するもの 

 (１) 保険料の賦課額を構成するものに、子ども・子育て支援納付金賦課額を加え、関係す

る規定を見直すもの 

 (２) 子ども・子育て支援納付金賦課額を新設し、その総額、所得割額、保険料率、賦課限

度額等について定めるもの 

 (３) その世帯に、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者がある場

合の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の減額について新たに規定す

るもの 

 

 

名 称 単 位 使用料 

拡声装置 １式 ５００円 

マイクロホン １本 １００円 

プロジェクター 

（スクリーン付き） 
１式 ５００円 

プロジェクター 

（大型スクリーン付き） 
１式 ６００円 

移動型モニター １式 ５００円 

スポットライト １式 ７００円 

司会者台 １台 １００円 

演台 １台 １００円 

ホワイトボード １台 １００円 

パーティション １枚 １００円 

ステージ（室内用） １台 １００円 

テント １張 ３００円 

Ｒ８．４．１から施行 

電気通信事業法及び日本
電信電話株式会社等に関
する法律の一部を改正す
る法律（令和７年法律第
４６号）附則第１条本文
に規定する施行の日又は
この条例の公布の日のい
ずれか遅い日 



６ 

(４) 国民健康保険料の基礎賦課限度額を次のとおり引き上げるもの 

現 行  改正後 

６６万円 → ６７万円 

 (５) 被保険者均等割額等の減額の対象となる納付義務者の範囲を次のとおり拡大するもの 

   ア 被保険者均等割額等の５割を減額する納付義務者 

総所得金額等の合算額が、次の算式により算出される額を超えない世帯の納付義務者 

現 行 改正後 

４３万円＋３０万５千円×(被保険者数

＋特定同一世帯所属者数) 

４３万円＋３１万円×(被保険者数＋特

定同一世帯所属者数) 

イ 被保険者均等割額等の２割を減額する納付義務者 

総所得金額等の合算額が、次の算式により算出される額を超えない世帯の納付義務者 

現 行 改正後 

４３万円＋５６万円×(被保険者数＋特

定同一世帯所属者数) 

４３万円＋５７万円×(被保険者数＋特

定同一世帯所属者数) 

 

19 高松市介護保険条例の一部改正について 

   

介護保険法施行令の一部改正に伴い、改正するもの 

 (１) 令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例について定めるもの

(２) 令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例を定めるもの 

 

20 高松市庵治ほっとぴあん条例の一部改正について 

   

高松市庵治ほっとぴあん(以下「ほっとぴあん」という。)とし 

て管理をする範囲を見直すことにより、新たにほっとぴあんとして管理をすることとなる会

議室等の使用料の額を定める等のため、改正するもの 

(１) 使用料の額を定めるもの 

 

 

 

 

 

21 高松市手数料条例の一部改正について 

 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 

する法律（以下この項において「法」という。）の一部改正に伴い、改正するもの 

(１) 法の一部改正に伴い、引用条項の整備をするもの 

区 分 使用時間 使用料 

大会議室（全面） 

１時間 

１，２４０円 

大会議室（半面）   ７３０円 

小会議室   ３９０円 

調理実習室   ９１０円 

Ｒ８．５．１から施行 

Ｒ９．４．１から施行 

Ｒ８．４．１から施行 



７ 

22 高松市旅館業法施行条例の一部改正について 

   

旅館業の施設の浴室の衛生に必要な措置の基準について、香川 

県との整合を図るため、改正するもの 

(１) モノクロラミンによる浴槽水の消毒を認めることに伴い、遊離残留塩素濃度に限って

いたものを、結合塩素のモノクロラミンを含むものとして残留塩素濃度に変更するもの 

   

23 高松市公衆浴場法施行条例の一部改正について 

   

  公衆浴場について講じなければならない衛生等に係る措置の基 

準について、香川県との整合を図るため、改正するもの 

 (１) モノクロラミンによる浴槽水の消毒を認めることに伴い、遊離残留塩素濃度に限って

いたものを、結合塩素のモノクロラミンを含むものとして残留塩素濃度に変更するもの 

 

24 高松市食品衛生法施行条例の一部改正について 

   

  香川県の許可申請手数料の額が改定されることに鑑み、その改 

定後の手数料の額との均衡を図るため、改正するもの 

 (１) 営業の継続許可（魚介類販売業自動車による移動営業を除く。）の申請に対する審査

に係る手数料の額を次のとおり改定するもの 

   ア 複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 

現 行  改正後 

２７，０００円 → ３１，０００円 

   イ 魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線

照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、氷雪製造業、食用油脂

製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 

現 行  改正後 

１９，０００円 → ２１，０００円 

   ウ 飲食店営業、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 

現 行  改正後 

１５，０００円 → １７，０００円 

   エ 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、液卵製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺

類製造業、漬物製造業、食品の小分け業 

現 行  改正後 

１３，０００円 → １５，０００円 

 

 

公布の日から施行 

公布の日から施行 

Ｒ８．４．１から施行 



８ 

   オ 食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 

現 行  改正後 

 ９，０００円 → １０，０００円 

   カ 飲食店営業（自動車、露店、短期・季節） 

現 行  改正後 

 ６，０００円 →  ７，０００円 

   キ 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 

現 行  改正後 

 ４，０００円 →  ５，０００円 

 

25 高松市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

   

  職員の月例給与水準を適切に確保するために、初任給調整手当 

を人事院勧告に準拠して改定するため、改正するもの 

 (１) 職員が受けるべき給料及び地域手当の額について管理者が定めるところにより計算し

た勤務１時間当たりの額が、当該地域における最低賃金法による地域別最低賃金の額を

考慮して管理者が定める額を下回るものに対して「第２種初任給調整手当」を支給する

こととするもの 

  

26 高松市スポーツ施設条例の一部改正について 

   

  受益者負担の適正化等を目的として、高松市屋島競技場の使用 

料の額を改定し、並びに利用者の利便性向上のため高松市ヨット 

競技場及び高松市立東部運動公園の使用区分を変更するため、改正するもの 

(１) 高松市屋島競技場使用料の額を次のとおり改定するもの 

ア 主競技場 

 (ア) アマチュア利用（入場料等を徴収しない場合） 

ａ 学校等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  改正後 

午前 ９，２００円 →  １０，３４０円 

午後 ９，２００円 → １０，３４０円 

夜間  ９，２００円 →  １０，３４０円 

午前・午後 １３，８００円  １５，５１０円 

午後・夜間 １３，８００円   １５，５１０円 

全日 ２０，７００円   ２３，２６０円 

１時間  ２，８７０円    ３，２３０円 

Ｒ８．４．１から施行 
(１)はＲ９．４．１から
施行 

Ｒ８．４．１から施行 



９ 

ｂ 学校等以外 

 

 

 

 

 

 

(イ) アマチュア以外の利用（入場料等を徴収しない場合） 

 

 

 

 

 

 

イ 室内競技場 

 (ア) 学校等 

 

 

 

 

 

 

(イ) 学校等以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  改正後 

午前 １８，４００円 →  ２０，６８０円 

午後 １８，４００円 → ２０，６８０円 

夜間 １８，４００円 →  ２０，６８０円 

午前・午後 ２７，６００円  ３１，０１０円 

午後・夜間 ２７，６００円   ３１，０１０円 

全日 ４１，４００円   ４６，５２０円 

１時間  ５，７５０円    ６，４６０円 

 現 行  改正後 

午前 ２７，６００円 →  ３１，０２０円 

午後 ２７，６００円 → ３１，０２０円 

夜間 ２７，６００円 →  ３１，０２０円 

午前・午後 ４１，４００円  ４６，５２０円 

午後・夜間 ４１，４００円   ４６，５２０円 

全日 ６２，１００円   ６９，７８０円 

１時間  ８，６２０円    ９，６９０円 

 現 行  改正後 

午前 １，７６０円 →   ２，０８０円 

午後 １，７６０円 → ２，０８０円 

夜間 １，７６０円 →   ２，０８０円 

午前・午後 ２，６４０円  ３，１２０円 

午後・夜間 ２，６４０円    ３，１２０円 

全日 ３，９６０円    ４，６８０円 

１時間    ５５０円      ６５０円 

 現 行  改正後 

午前 ３，５２０円 →   ４，１６０円 

午後 ３，５２０円 → ４，１６０円 

夜間 ３，５２０円 →   ４，１６０円 

午前・午後 ５，２８０円  ６，２４０円 

午後・夜間 ５，２８０円    ６，２４０円 

全日 ７，９２０円    ９，３６０円 

１時間 １，１００円    １，３００円 



１０ 

ウ 補助競技場 

 (ア) 学校等 

 

 

 

 

(イ) 学校等以外 

 

 

 

 

エ トレーニング室 

 

 

 

 

 

 

オ 個人使用 

 (ア) スポーツ練習（主競技場、室内競技場、補助競技場） 

 

 

 

 

(イ) トレーニング室 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 現 行  改正後 

午前 ２，２５０円 →   ３，２８０円 

午後 ２，２５０円 →  ３，２８０円 

午前・午後 ３，３８０円   ４，９２０円 

１時間    ７００円    １，０３０円 

 現 行  改正後 

午前 ４，５１０円 →   ６，５６０円 

午後 ４，５１０円 →  ６，５６０円 

午前・午後 ６，７６０円   ９，８４０円 

１時間  １，４１０円    ２，０５０円 

 現 行  改正後 

午前 ２，８８０円 →   ３，０８０円 

午後 ２，８８０円 → ３，０８０円 

夜間 ２，８８０円 →   ３，０８０円 

午前・午後 ４，３２０円   ４，６１０円 

午後・夜間 ４，３２０円    ４，６１０円 

全日 ６，４８０円    ６，９２０円 

１時間    ９００円      ９６０円 

 現 行  改正後 

一般    ３００円 →    ４００円 

生徒・児童    １５０円 →    ２００円 

高齢者    １５０円 →    ２００円 

障害者    １５０円     ２００円 

 現 行  改正後 

一般    ３００円 →    ４００円 

生徒・児童    １５０円 →    ２００円 

高齢者    １５０円 →    ２００円 

障害者    １５０円     ２００円 



１１ 

(ウ) スポーツ練習（主競技場、室内競技場、補助競技場） 

    回数券（１回券１１枚つづり） 

 

 

 

 

 (エ) トレーニング室 

回数券（１回券１１枚つづり） 

 

 

 

 

(オ) トレーニング室 

    定期券（１か月） 

 

 

 

 

カ 写真判定室・放送室・記録室・スタッフルーム 

 

 

 

 

   キ 器具使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  改正後 

一般  ３，０００円 →  ４，０００円 

生徒・児童  １，５００円 →  ２，０００円 

高齢者  １，５００円 →  ２，０００円 

障害者  １，５００円   ２，０００円 

 現 行  改正後 

一般  ３，０００円 →  ４，０００円 

生徒・児童  １，５００円 →  ２，０００円 

高齢者  １，５００円 →  ２，０００円 

障害者  １，５００円   ２，０００円 

 現 行  改正後 

一般  ２，４００円 →  ３，２００円 

生徒・児童  １，２００円 →  １，６００円 

高齢者  １，２００円 →  １，６００円 

障害者  １，２００円   １，６００円 

 現 行  改正後 

午前 １，７６０円 →   ２，６４０円 

午後 １，７６０円 →  ２，６４０円 

午前・午後 ２，６４０円   ３，９６０円 

１時間    ５５０円      ８３０円 

 現 行  改正後 

陸上競技器具 ９，６３０円 →  １４，４５０円 



１２ 

 (２) 高松市ヨット競技場の艇庫内ヨット置場使用料について、使用区分を変更し、変更後

の使用料の額を定めるもの 

    高層棟艇庫（ラック式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 高松市立東部運動公園の第１サッカー場の施設使用料及び夜間照明施設使用料につい

て、サッカー場の専用使用にその２分の１の専用使用を加え、その使用料の額を定める

もの 

 

27 高松市道路附属物自動車駐車場条例の一部改正について 

  

 高松市立南部駐車場の廃止に伴い、改正するもの 

(１) 高松市立南部駐車場に係る規定を削るもの 

 

28 高松市建築関係手数料条例の一部改正について 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（以下「法」とい 

う。）及び建築基準法施行令（以下「政令」という。）の一部改正に伴い、改正するもの 

 (１) 法の一部改正に伴い、引用条項等の所要の規定の整備をするもの  

 (２) 政令の一部改正に伴い、引用条項の整備をするもの 

  

29 高松市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

  

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改 

正に伴い、改正するもの 

 (１) 非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額を改定するもの 

 (２) 非常勤消防団員等の補償基礎額への加算の対象とする扶養親族から配偶者を削り、及

び扶養親族に係る加算額を改定するもの  

 

 現 行  改正後 

 １ラックにつき  １艇につき 

一般 

（一時使用） 
   ７３０円 →    １５０円 

生徒・児童 

（一時使用） 
   ３６０円 →     ８０円 

一般 

（１か月） 
  ３，８２０円 →    ７７０円 

生徒・児童 

（１か月） 
  １，９１０円     ３９０円 

Ｒ９．４．１から施行 

Ｒ８．４．１から施行 

Ｒ８．４．１から施行 



１３ 

30 高松市火災予防条例の一部改正について 

   

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の 

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び対象火気設備等及び対象火気器具等

の離隔距離に関する基準の一部改正に伴い、改正するもの 

(１) これまで規定をしていた「サウナ設備」と特性が異なるものを、別の種類の「簡易サウ

ナ設備」として位置付け、その定義をするとともに、その位置、構造及び管理の基準につ

いて定めるもの 

 (２) 市が住宅における火災の予防等に資する物品等として、感震ブレーカーを追加するもの 

    

31 女木辺地に係る総合整備計画の策定について 

  女木辺地の公共的施設を整備するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律の規定に基づき、総合整備計画を定めるもの 

(１) 高松市女木コミュニティセンターの整備に係る総合整備計画を定めるため、議会の議決

を求めるもの 

 

32 男木辺地に係る総合整備計画の変更について 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき定めた

男木辺地に係る総合整備計画の一部を変更するもの 

(１) 男木中学校屋内運動場屋根防水改修事業を実施するため、議会の議決を求めるもの 

 (２) 男木小・中学校教職員用宿舎耐震改修等事業を実施するため、議会の議決を求めるもの 

 

33 議決の変更について 

令和６年９月２４日に議会の議決を経た工事請負契約の締結（高松市中央卸売市場水産物棟

等整備事業に伴う下水道切替工事）について、市場敷地内に埋設している下水道管を市道敷地

内へ移設することとしていたところ、移設先の地盤が、想定以上に軟弱であることが判明した

ため、必要と認める区間において、土留めのための工法を変更する必要が生じたこと等のため

に行った設計変更において、設計金額が変更することとなり、契約金額を変更するもの 

            変更前            変更後 

 ・契約金額  ３０８，０１８，７００円 → ５１５，７５１，５００円 

 

 

 

 

 

Ｒ８．３．３１から施行 



１４ 

34 議決の変更について 

令和７年９月２６日に議会の議決を経た工事請負契約の締結（東部運動公園第１サッカー場

人工芝改修工事）について、既設人工芝の処分に関し、当初設計では当該人工芝を廃プラス

チック類とみなしてその処分に要する費用を計上していたところ、砂及びゴムチップを含んだ

当該人工芝は、混合廃棄物として処分しなければならないことが判明し、その処分に要する費

用を見直す必要が生じたこと等により行った設計変更において、設計金額が変更することとな

り、契約金額を変更するもの 

            変更前            変更後 

 ・契約金額  ３０５，２７０，９００円 → ３３５，６３０，９００円 

 

35 財産の取得について 

  災害対応特殊消防ポンプ自動車（常備）を取得するもの 

(１) 契約の方法 一般競争入札 

 (２) 契 約 金 額 ６８，９７０，０００円 

 (３) 契約の相手方 株式会社福島商会 

 

36 高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修業務委託契約の締結について 

 高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修に係る業務委託契約を締結するもの 

(１) 契約の目的 高松市歴史資料館及び菊池寛記念館展示改修業務委託 

(２) 契約の方法 指名競争入札 

 (３) 契 約 金 額 ２４２，７３７，０００円 

 (４) 契約の相手方 株式会社乃村工藝社 

 

37 専決処分の承認について 

  衆議院が令和８年１月２３日に解散されたことに伴い、公職選挙法第３１条第３項の規定に

基づく衆議院議員の総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法第２条の規定に基づく最高裁判所

の裁判官の任命に関する国民の審査を執行するために要する経費等について、早急に予算を措

置する必要が生じたため、同日に専決処分を行ったことの承認を求めるもの 

  

現計予算額   １９０，３５３，８７０千円 

補 正 額       １５６，５４９千円 

  補 正 後   １９０，５１０，４１９千円 

 

（報告） 

１ 弾力条項の適用（令和７年度高松市競輪事業特別会計予算） 


